
【単位：千円】

改定前 改定後 改定額 改定前 改定後 改定額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額

改定率（％） 改定率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％）

1,180 1,205 25 1,205 1,180 △ 25 1,180 1,062 △ 118 1,180 1,062 △ 118 1,180 944 △ 236 1,180 944 △ 236 1,180 944 △ 236

2.12 △ 2.07 △ 10.00 △ 10.00 △ 20.00 △ 20.00 △ 20.00

930 950 20 950 931 △ 19 931 884.45 △ 46.55 931 884.45 △ 46.55 931 837.9 △ 93.1 931 837.9 △ 93.1 931 837.9 △ 93.1

2.15 △ 2.00 △ 5.00 △ 5.00 △ 10.00 △ 10.00 △ 10.00

810 825 15 825 808 △ 17 808 767.6 △ 40.4 808 767.6 △ 40.4

1.85 △ 2.06 △ 5.00 △ 5.00

700 725 25 725 718 △ 7 718 － － 718 － － 718 － － 718 － － 718 － －

3.57 △ 0.97

640 665 25 665 658 △ 7 658 － － 658 － － 658 － － 658 － － 658 － －

3.91 △ 1.05

615 640 25 640 633 △ 7 633 － － 633 － － 633 － － 633 － － 633 － －

4.07 △ 1.09

本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額 本則 削減後 削減額

削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％） 削減率（％）

1,180 944 △ 236 1,180 944 △ 236 1,180 944 △ 236 1,180 908.6 △ 271 1,180 908.6 △ 271 1,180 771.8 △ 408 1,180 771.8 △ 408

△ 20.00 △ 20.00 △ 20.00 △ 23.00 △ 23.00 △ 34.59 △ 34.59

931 837.9 △ 93.1 931 837.9 △ 93.1 931 837.9 △ 93.1 931 828.59 △ 102.4 931 828.59 △ 102.4 931 745.2 △ 185.8 931 745.2 △ 185.8

△ 10.00 △ 10.00 △ 10.00 △ 11.00 △ 11.00 △ 19.96 △ 19.96

718 － － 718 － － 718 － － 718 － － 718 646.2 △ 71.8 718 646.2 △ 71.8 718 646.2 △ 71.8

△ 10.00 △ 10.00 △ 10.00

658 － － 658 － － 658 － － 658 － － 658 592.2 △ 65.8 658 592.2 △ 65.8 658 592.2 △ 65.8

△ 10.00 △ 10.00 △ 10.00

633 － － 633 － － 633 － － 633 － － 633 569.7 △ 63.3 633 569.7 △ 63.3 633 569.7 △ 63.3

△ 10.00 △ 10.00 △ 10.00

※削減後の額は、条例で規定されている上限額の範囲内で市長が定めた額

議  員

平成25年4月1日（削減措置） 平成25年7月1日（削減措置）

月 額

副議長 月 額

月 額

青森市特別職職員の給料等の額の推移 

月 額

区　　分

市長等

市　長 月 額

副市長

議員

議  長

平成26年4月1日（削減措置）

市長等

議員

月 額

市　長

副市長
（助役）

収入役

月 額

月 額副議長

議  員

平成20年4月1日（削減措置）

月 額

平成19年4月1日（削減措置）

月 額

平成18年4月1日（削減措置）平成16年4月1日（削減措置） 平成17年4月1日（削減措置）

区　　分

平成9年8月1日 平成15年4月1日

議  長

平成23年4月1日（削減措置） 平成24年4月1日（削減措置）

月 額

平成22年4月1日（削減措置）平成21年4月1日（削減措置）


